
                         

                        

     令 和 ２ 年 1 0 月 ７ 日 

                      総 務 課 

                                          審 査 課 

 

 

 

 

東京都人事委員会規則の廃止及び一部改正について 

 

 

標記の件について、下記のとおり廃止及び改正し、施行する。 

 

 

記 

  

Ⅰ 東京都人事委員会規則の廃止（別添１）      

１ 東京都人事委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する規則を廃止する規則 

 

Ⅱ 東京都人事委員会規則の一部改正（別添２） 

 １ 不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則 

２ 勤務条件についての措置の要求に関する規則の一部を改正する規則 

第 33 号議案 
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Ⅰ 東京都人事委員会規則の廃止 

１ 東京都人事委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用 

に関する規則を廃止する規則 

     東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正及び東京

デジタルファースト条例施行規則の制定に伴い、規則を廃止する。 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

廃 止 の 趣 旨 

 

 

 

 

 

 

【東京都人事委員会の所管する行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する規則の全部廃止】 

〇 経 緯 

（１）条例の改正 

行政手続のデジタル化を一層推進するため、令和二年第三回定例

会において、「東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する条例（平成十六年東京都条例第百四十七号）」が改正される

予定（改正後の条例名「東京デジタルファースト条例」）。 

（２）条例施行規則の制定 

条例の施行については、現行の条例上、都の機関等の規則等に委

任されているが、今回の条例改正に際し新たに条例施行規則が制定

され、各機関の委任規則等の内容が一本化される予定（「東京デジ

タルファースト条例施行規則」）。 

（３）委任規則等の廃止 

条例施行規則の制定に伴い、都の機関等が現在所管する委任規則

等を一律で廃止する必要があるため、人事委員会における委任規則

に該当する上記規則を全部廃止する。 

施  行  期  日 

附則 
令和３年４月１日 
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Ⅱ 東京都人事委員会規則の一部改正 

  東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正等に伴

い、所要の改正を行う。 

 １ 不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

改 正 の 趣 旨 

 東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

の一部改正により、条例の適用除外については東京都規則で定め

ることとされ、新たに制定予定の条例施行規則において、条例の

適用除外条項が設けられることとなった。当該条項に、不利益処

分についての審査請求に関する規則が明記されることから、所要

の改正を行う。 

条例の適用除外 

第７７条（削除） 

 

 

【条例の適用除外条項の削除】 

（現 行） 

第７７条 この規則の規定による手続その他の行為につい

ては、東京都行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する条例第３条及び第４条の規定は、適用

しない。 

 

 （改正案） 

   第７７条 削除 

施 行 期 日 

附則 
 令和３年４月１日 

 

 

 
２ 勤務条件についての措置の要求に関する規則の一部を改正する規則 

項   目 
該 当 条 文 内           容 

改 正 の 趣 旨 

東京都行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の

一部改正により、条例の適用除外については東京都規則で定める

こととされ、新たに制定予定の条例施行規則において、条例の適

用除外条項が設けられることとなった。当該条項に、勤務条件に

ついての措置の要求に関する規則が明記されることから、所要の

改正を行う。 
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条例の適用除外 

第２４条（削除） 

 

 

【条例の適用除外条項の削除】 

（現 行） 

第２４条 この規則の規定による手続その他の行為につい

ては、東京都行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する条例第３条及び第４条の規定は、適用

しない。 

 

 （改正案） 

 第２４条 削除 

 

施 行 期 日 

附則 
 令和３年４月１日 
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目
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） 

目
次 

（
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） 

第
一
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第
七
十
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条
ま
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） 

 

第
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） 
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す
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条 
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に
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す
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委
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お
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） 
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す
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十
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（
略
） 
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東京都行政手続等における 

情報通信の技術の利用に関する条例（平成 16年 12月） 

東京都人事委員会の所管する行政手続等における 

情報通信の技術の利用に関する規則 

東京都選挙管理委員会の所管する行政手続等における 

情報通信の技術の利用に関する規程 

東京都教育委員会の所管する行政手続等における 

情報通信の技術の利用に関する規則 

東京都交通局長の所管する行政手続等における 

情報通信の技術の利用に関する規程 

知事の所管する行政手続等における 

情報通信の技術の利用に関する規則 

○条例からの委任事項は、条例施行規則に一本化 

 

○条例施行規則第 13条で適用除外条項を規定 

一本化 

東京デジタルファースト条例施行規則（新設） 

東京デジタルファースト条例 

（令和 2年 10月） 

○「東京都人事委員会の所管する行政手続等に 

おける情報通信の技術の利用に関する規則」 

を廃止 

 

○以下の 2規則に規定する適用除外条項を削除 

（一部改正） 

 ・不利益処分についての審査請求に関する規則 

 ・勤務条件についての措置の要求に関する規則 

要綱等、手

続に関する

部分を含

め、 

一部改正 

条例改正に伴う規則の制定・改廃について 

行政手続のデジタル化を一層推進するため、条例が改正されるとともに、新たに条例施行規則が制定され、従来各機関

に委任していた規則等の内容が一本化される予定 

【制定例】 

他 7件 

人事委員会における規定整備 

機関ごとに規則等を制定 
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